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年
金
記
録
改
ざ
ん
へ
の
社
保
庁
職
員
の
関
与
を
調
べ
て
い
た
厚
労
大
臣
直
属
の
調
査
委
員
会
に
関
す
る
再
質
問

主
意
書

年
金
記
録
改
ざ
ん
へ
の
社
保
庁
職
員
の
関
与
を
調
べ
て
い
た
厚
労
大
臣
直
属
の
調
査
委
員
会
が
「
改
ざ
ん
は
、
現
場
で
組
織

的
に
行
わ
れ
て
い
た
」
と
報
告
し
、
五
〇
％
以
上
の
訪
問
調
査
を
受
け
た
高
齢
者
が
、
「
記
録
が
事
実
と
違
う
」
と
回
答
し
た

こ
と
を
受
け
て
、
更
に
調
査
が
必
要
と
考
え
る
の
で
、
改
め
て
、
以
下
、
質
問
す
る
。

一

無
年
金
か
ら
記
録
訂
正
で
受
給
権
を
得
た
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
本
年
七
月
以
降
の
人
数
、
金
額
等
の
概
要
を
お
示
し
い
た

だ
き
た
い
。

二

既
に
「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
な
ど
で
記
録
訂
正
さ
れ
た
事
例
が
、
今
年
の
一
月
か
ら
十
月
で
、
三
五
九
万
件
あ
る
。
こ
の

う
ち
、
す
で
に
社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
に
送
ら
れ
た
の
は
何
件
か
。

三

こ
の
三
五
九
万
件
は
い
ず
れ
す
べ
て
業
務
セ
ン
タ
ー
に
送
ら
れ
る
の
か
。

四

十
月
の
時
点
で
業
務
セ
ン
タ
ー
で
の
未
処
理
件
数
は
、
推
定
で
七
三
万
件
で
あ
り
、
今
年
に
入
っ
て
処
理
さ
れ
た
の
は
数

十
万
件
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
一
〇
〇－

二
〇
〇
万
件
く
ら
い
の
件
数
が
、
ま
だ
社
会
保
険
事
務
所
で
保
管
、
あ
る
い

は
、
調
査
中
で
あ
り
、
ま
だ
業
務
セ
ン
タ
ー
に
送
ら
れ
て
も
い
な
い
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
こ
の
可
能
性
は
あ
る

一



か
。

五

あ
る
社
会
保
険
事
務
所
で
は
、
四
〇
〇
〇
件
程
度
の
記
録
訂
正
後
の
年
金
記
録
が
、
業
務
セ
ン
タ
ー
に
送
付
さ
れ
ず
に
保

管
さ
れ
て
い
る
と
い
う
話
を
現
場
職
員
か
ら
聞
い
た
。
ど
こ
の
社
会
保
険
事
務
所
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
件
数
が
何
件
あ

る
か
を
国
は
把
握
し
て
い
る
か
。

六

東
京
都
港
区
と
兵
庫
県
西
宮
市
の
社
会
保
険
事
務
所
で
、
記
録
訂
正
が
行
わ
れ
、
ま
だ
、
業
務
セ
ン
タ
ー
に
送
付
さ
れ
て

い
な
い
件
数
は
何
件
か
。
全
国
平
均
は
、
記
録
訂
正
後
の
何
件
く
ら
い
の
記
録
が
一
つ
の
社
会
保
険
事
務
所
に
ま
だ
あ
る
の

か
。
不
明
な
ら
、
そ
の
調
査
を
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

七

今
回
の
調
査
委
員
会
の
報
告
に
お
い
て
、
「
更
な
る
調
査
を
厚
生
労
働
省
と
社
会
保
険
庁
が
行
う
べ
き
」
と
提
言
し
て
い

る
。
厚
生
労
働
省
と
社
会
保
険
庁
は
新
た
に
調
査
を
行
う
べ
き
と
考
え
る
が
、
調
査
を
行
う
の
か
。
行
わ
な
い
の
か
。
行
う

な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
調
査
を
行
う
の
か
。

右
質
問
す
る
。

二


